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下田市耐震シェルター・防災ベッド整備事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条　市長は、地震発生時における住宅の倒壊等から市民の生命を守るため、耐震シェ

ルター及び防災ベッドを設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するも

のとしその補助金の交付について下田市補助金等交付規則（平成30年下田市規則第48

号）に定めるもののほか、必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意議は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(１)　耐震シェルター　住宅内に設置することにより、当該住宅が倒壊した場合でも居

住者の安全を守る機能を有する箱形の構造物で、市長が認めるものをいう。 

(２)　防災ベッド　住宅内に設置することにより、当該住宅が倒壊した場合でもベッド

内の居住者の安全を守る機能を有するベッド型の装置で、市長が認めるものをいう。 

（補助対象者） 

第３条　補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１)　市内に住所を有する者（住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）に基づく住民票

に記載されている者） 

(２)　耐震シェルター又は防災ベッドを設置する住宅又は併用住宅（事務所、店舗その

他これらに類する用途を兼ねるものをいう。次条において同じ。）の所有者又は当該

住宅に居住する者（当該住宅への居住が賃貸借契約又は使用貸借契約による場合を除

く。） 

(３)　前２号に規定する者及びその世帯員全員が市税を滞納していないもの 

(４)　過去にこの要綱又は他の地方公共団体等から、同種の補助金の交付を受けて、耐

震シェルター又は防災ベッドの設置をしたことがない者であること。 

（補助事業） 

第４条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号のい

ずれにも該当する住宅の１階部分に耐震シェルター又は防災ベッドを設置する事業で、

市長が必要と認めるものとする。 

(１)　市内に存する昭和56年５月31日以前に建築され、又は工事に着手した木造の住宅

又は併用住宅であって、現に居住の用に供しているものであること。ただし、平屋建



て又は２階建ての物に限る。 

(２)　耐震診断の後に耐震補強工事（地震に対する安全性の向上を目的として、増築、

改築、修繕、模様替え又は一部の除却をすることをいう。）をしていない住宅である

こと。 

（補助対象経費） 

第５条　補助金の交付の対象となる経費（次条において「補助対象経費」という。）は、

次に掲げるとおりとする。 

(１)　耐震シェルターについては、耐震シェルター本体及びその設置に係る基礎及び床

補強工事（当該床下工事以外の付帯工事を除く。）に要する経費 

(２)　防災ベッドについては、防災ベッド本体及びその設置に係る基礎及び床補強工事

（当該床下工事以外の付帯工事を除く。）に要する経費 

（補助金の額） 

第６条　補助金の額は、補助対象経費の３分の２以内の額とし、40万円を限度とする。 

２　前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものと

する。 

（交付の申請） 

第７条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、耐震シェルタ

ー・防災ベッド整備事業費補助金交付申書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、

市長に提出しなければならない。 

(１)　現況写真 

(２)　旧耐震基準の建築であることが確認できる資料 

(３)　申請住宅に耐震シェルター又は防災ベッドを設置する工事（以下「設置工事」と

いう。）に要する経費の見積書の写し 

(４)　工事概要が分かる図面 

(５)　申請住宅の所有者の承諾書（申請者が申請住宅の所有者でない場合に限る。） 

(６)　前５号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第８条　市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要がある

と認めるときは現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定するとともに、耐震シェ

ルター・防災ベッド整備事業費補助金交付決定（却下）通知書（様式第２号）により当

該申請者に通知するものとする。 

（交付の条件） 

第９条　市長は、補助金の交付の決定に当たり、次に掲げる条件を付すものとする。 

(１)　次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けな

ければならないこと。 

ア　補助事業の内容の変更（交付決定金額の減額変更を除く。）をしようとする場合 

イ　補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 

(２)　補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場

合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。 

(３)　補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの



帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならないこと。 

(４)　補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後10

年間（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年３月31日大蔵省令第15号）

において耐用年数が10年未満のものにあっては耐用年数）以内に、市長の承認を受け

ないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、

又は取り壊してはならないこと。 

(５)　市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、そ

の収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。 

(６)　補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなけ

ればならないこと。 

（変更、中止又は廃止の承認申請） 

第10条　第８条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」とい

う。）は、補助事業を変更（補助対象経費の変更を含む。）し、中止し、又は廃止しよ

うとするときは、あらかじめ耐震シェルター・防災ベッド整備事業（変更・中止・廃

止）承認申請書（様式第３号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（変更、中止又は廃止の承認） 

第11条　市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、必要

があると認めるときは現地調査等を行い、その内容を承認するときは、耐震シェルタ

ー・防災ベッド整備事業（変更・中止・廃止）承認通知書（様式第４号）により交付決

定者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第12条　交付決定者は、当該補助事業が完了したときは、耐震シェルター・防災ベッド整

備事業完了実績報告書（様式第５号）に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しな

ければならない。 

(１)　事業の完成を確認できる写真 

(２)　設置工事に係る契約書の写し又は領収書の写し 

(３)　前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第13条　市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必

要があると認めるときは現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業

の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうか調査し、適合すると認めるとき

は交付すべき補助金の額を確定し、耐震シェルター・防災ベッド整備事業費補助金交付

確定通知書（様式第６号）により当該交付決定者に通知するものとする。 

（請求） 

第14条　前条の規定による確定通知書を受けた者は、当該通知書を受けた日から起算して

10日以内に耐震シェルター・防災ベッド整備事業費補助金交付請求書（様式第７号）を

市長に提出しなければならない。 

（雑則） 

第15条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 



 

附　則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 


